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草津市都市計画部都市計画課 
 



 

１  会議名称     草津市景観審議会  

 

２  会議の日時    平成２７年７月１７日（金）  

 

３  会議の場所    草津市役所２階特大会議室  

 

４  出席委員     秋山元秀委員（会長）  

          内田  宏委員  

          宇野昌夫委員  

          太田賢司委員  

鹿野  央委員  

          壽崎かすみ委員  

          田井中恭子委員  

          髙谷基彦委員  

          冨島義幸委員  

西   孝委員  

          長谷川清一委員  

          正木千賀子委員       

森川  稔委員        以上１３名  

 

５  欠席委員     西尾幸子委員  

          福山聖子委員        以上  ２名  

 

６  事務局職員    草津市都市計画部部長      澤田圭弘  

           同        理事      川﨑周太郎  

           同       総括副部長   青木敏  

           同       副部長     門地喜代春  

           同  都市計画課長       一浦辰己  

           同  都市計画課専門員     中野新識  

           同  都市計画課主任      田村昌也  

 

 



 

７  会議に付した事項  

  (1) 職務代理者の指名について  

  (2) 太陽光発電設備等の設置に係る基準について  
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（午後３時００分開会） 

○事務局   ４月から少し組織改革がありまして、今までは景観課というところが

担当させていただいておったんですけれども、この４月からは、都市計画課の景観グ

ループのほうが担当させていただくことになりました。まずもって、そのことだけ御

紹介させていただきたいと思います。 

 それでは、開会にあたりまして、都市計画部の理事でございます、川崎のほうから

御挨拶申しあげます。 

○川崎都市計画部理事   こんにちは。草津市都市計画部の川崎でございます。  

 きょうはですね、ちょっと台風ということで、非常に天候の悪い中、このように景

観審議会にお集まりいただきまして本当にありがとうございます。  

 また、日ごろから本市景観行政について、格別の御協力をいただきまして重ねてお

礼申しあげます。 

 近年、再生可能エネルギー、特に太陽光発電に注目されているんですけれども、本

市においても、太陽光発電設備を建築物の屋根や地面に直に設置する案件が増加して

おりますし、高さのある追尾型の太陽光パネルを設置される例も確認しているところ

でございます。 

 太陽光発電設備に関して、本会、この景観審議会で、案をお諮りしてから、少し期

間がかかってしまったんですけれども、このたび、庁内議論を経まして、環境と景観

の両立ということを目指しまして、草津市の景観計画において、太陽光発電設備等の

設置に係る基準を設定するという、景観計画の変更と草津市の景観条例の改正を行う

ことで、今回諮ってございます。 

 これらについて、環境と景観の両立という視点を踏まえまして、良好な景観形成の

観点から御審議いただきますようお願いいたします。  

 本日もどうか、活発な御議論をいただきますようお願い申しあげまして、開会の挨

拶とさせていただきます。 

○事務局   それでは、本日新しく委員になられた方もおられますので、僭越では

ございますけれども、私のほうから出席委員の皆様の御紹介をさせていただきます。  

 お手元にお配りしております資料１「草津市景観審議会委員一覧」の順に御紹介を

させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。  

 まず、滋賀大学名誉教授の秋山元秀さまでございます。  

○秋山会長   秋山でございます。どうぞよろしくお願いいたします。私も、この

審議会委員を大分努めさせていただいて、今は委員長の職をやらせていただいており
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ます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○事務局   続きまして、公益社団法人滋賀県不動産鑑定士協会代表理事の内田宏

さまでございます。 

○内田委員   内田です。よろしくお願いします。 

○事務局   市民公募委員の宇野昌夫さまでございます。 

○宇野委員   宇野です。どうぞよろしくお願いします。 

○事務局   草津商工会議所の太田賢司さま、滋賀県土木交通部技監の鹿野央さま

につきましては、少し電車の関係で遅れてくるという御連絡をいただいております。 

 龍谷大学国際学部准教授の壽崎かすみさまでございます。 

○壽崎委員   壽崎です。よろしくお願いします。 

○事務局   公益社団法人滋賀県建築士会の田井中恭子さまでございます。  

○田井中委員   田井中です。よろしくお願いします。 

○事務局   市民公募委員の高谷基彦さまでございます。 

○高谷委員   高谷です。よろしくお願いいたします。 

○事務局   京都大学大学院工学研究科准教授の冨島義幸さまでございます。 

○冨島委員   冨島です。どうぞよろしくお願いします。 

○事務局   滋賀県広告美術協同組合の西孝さまでございます。  

○西委員   西です。よろしくお願いします。 

○事務局   笠縫学区まちづくり協議会副会長の長谷川清一さまでございます。  

○長谷川委員   長谷川でございます。よろしくお願いします。  

○事務局   市民公募委員の正木千賀子さまでございます。 

○正木委員   この春から初めてなりました。正木です。よろしくお願いいたしま

す。 

○事務局   本日、滋賀県立大学地域共生センター客員准教授の森川稔さまも、ち

ょっと少し電車の関係でおくれてくるということでございます。 

 なお、委員名簿の成安造形大学芸術学部准教授の西尾幸子さま、そして、１３番の

画家の福山聖子さまにおかれましては、本日欠席の御連絡をいただいておりますので、

よろしくお願いいたします。 

 続きまして、事務局のほうを御紹介させていただきたいと思います。  

 まず、先ほど挨拶させていただきました、都市計画部の理事の川崎でございます。  

○川崎都市計画部理事   川崎でございます。よろしくお願いします。 

○事務局   同じく都市計画部の副部長の門地でございます。 
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○門地都市計画部副部長   門地でございます。よろしくお願いいたします。 

○事務局   同じく都市計画課景観グループの中野でございます。  

○中野都市計画課景観グループ   中野でございます。よろしくお願いします。 

○事務局   同じく景観グループの田村でございます。 

○田村都市計画課景観グループ   田村でございます。よろしくお願いします。 

○事務局   そして、私でございますけれども、進行役を務めさせていただきます、

都市計画課課長の一浦でございます。どうぞよろしくお願いいたします。  

 あと、後ほど少し遅れてまいりますけれども、都市計画部の澤田と青木のほうも時

間があれば御出席させていただく予定になっておりますので、以上の担当が対応をさ

せていただくということになっておりますので、よろしくお願いいたします。  

 滋賀県の土木交通部技監の鹿野央さまでございます。 

○鹿野委員   遅れまして申しわけございません。滋賀県土木交通部技監の鹿野で

ございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○事務局   本日の審議会には、委員１５名中今は１０名でございますけれども、

１３名の方に御出席をいただくということになっておりますので、草津市景観条例施

行規則第６２条第３項の規定により、本審議会が成立していることを御報告申し上げ

たいと思います。 

 それでは、議事に入らせていただく前に、本日の資料の確認をさせていただきたい

と思います。 

 まず、本日の会議次第が一部ございます。 

 そして、資料１でございます。先ほど名簿の確認をいただきました、審議会委員一

覧でございます。 

 続きまして、資料２で、草津市景観条例の施行規則の抜粋というものでございます。 

 そして、資料３で、市内での太陽光発電設備等の設置にあたり、景観法に基づく届

出対象案件に加えることについてという、イラストのパワーポイントのスライド資料

でございます。 

 資料４といたしまして、景観計画区域内の行為の規制に関する事項というものでご

ざいます。 

 そして、資料５で、草津市の景観条例及び施行規則の一部改正案の概要でございま

す。 

 そして、資料６で、景観形成基準のチラシ案というものでございます。  

 そして、資料７として、今後のスケジュール案予定というものでございます。  



 4 

 あと、本日お配りしておりますのが、Ａ３で矢橋帰帆島のメガソーラーの資料、そ

して、Ａ４で湖岸眺望２市がルール化という新聞記事の資料、そして、席次表という

ことになっております。全てそろっておりますでしょうか。なければ、また教えてい

ただけましたら御用意をさせていただきます。 

 一応、皆さんおそろいということで、それでは、ただいまから議事のほうに移らせ

ていただきたいと思います。 

 議事の進行につきましては、草津市景観条例施行規則第６２条第２項の規定に基づ

きまして、会長にお願いしたいと思います。 

 秋山先生、よろしくお願いいたします。 

○会長   それでは、改めまして、きょうは皆さん御苦労さまでございます。本当

に足元が悪いというか、大変な日で台風が直撃したらどうなるんだろうかと心配して

おりましたんですけど、草津市にとっては幸いなこと、滋賀県にとっては最低なこと

に、少し西へ触れましたので、会議は問題なく開催できるのですが、ＪＲのほうが随

分混乱しているようで、それでそんな中もお越しいただいて、大変ありがとうござい

ます。 

 今から審議に入らせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。  

 それでは、座って進行させていただきます。 

 まず、議事に入ります前に、本委員会の公開非公開の取り扱いについて事務局のほ

うから説明をお願いいたします。 

○事務局   草津市の景観審議会につきましては、草津市景観審議会の運営に関す

る事務処理要領第３条第１項に基づきまして、原則公開となっております。  

 ただし、同条に定める非公開事由に該当する場合は、会長が会議に諮り、非公開と

することができるとなっております。 

 以上でございます。 

○会長   ありがとうございます。 

 これは、これまでの委員会もそうしてきておりましたし、本日に関しても特に議事

内容に非公開にするような事柄はないと思われます。 

 やはり市民の生活と非常に関係の深い審議内容でもございますので、その過程の透

明性を確保する観点からも本審議会を公開にすべきと、私自身は考えますが、委員の

皆さんのほうから何か御意見はございますでしょうか。いかがでございますか。  

（「異議なし」の声あり） 

○会長   よろしゅうございますか。 
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 それでは、本審議会につきましては、公開とさせていただきますが、傍聴人はいら

っしゃいますでしょうか。 

○事務局   今日はちょっとお見えではないです。申しわけございません。  

○会長   こんな日でございますし、いつもだと少しいらっしゃることがあります

けれども、本日はどなたもいらっしゃらないということでございますので、傍聴人が

いらっしゃる場合の注意とかは省略させていただきます。 

 本日は、傍聴なしということで進めさせていただきます。  

 それでは、議題に入らせていただきます。 

 まずですね、議事の１は、職務代理者、かがみのほうにございますけれども、当該

の方が現在まだいらっしゃいませんので、ちょっと後に回させていただくことにいた

します。 

 議事の２、太陽光発電設備等の設置に係る基準について、本日最も重要な議題でご

ざいます。これにつきまして、都市計画課のほうから御説明をお願いいたします。  

○事務局   では、市内での太陽光発電設備等の設置にあたって、景観法に基づく

届出対象案件に加えることについて、説明させていただきます。 

 こちらの案につきましては、前回、前々回の審議会以降、皆様からいただいた意見

を踏まえて再度整理させていただいた案となっております。  

 まず、届出対象行為となるエリアと行為について、まず、建築物に一体化して設置

するものおよびそれ以外の工作物という形で、ちょっとカテゴリわけをさせていただ

いております。 

 また、工作物①につきましては、建築物につけるけれども、後から乗せるものとな

っております。工作物②につきましては、地面に平面的にずらずらと並べるようなも

のということを想定しておりまして、工作物③につきましては、地上に設置して、柱

を立てて、その上に可動式のパネルをつけるものという形でわけさせていただいてお

ります。 

 それをわけた上で、新たに今回整理させていただいた届出の基準としましては、建

築物および工作物①につきましては、主に景観形成重点地区において届出をいただく

案件として整理させていただいております。 

 こちらのほう、届出の要件としまして、既に建物の外観の変更等については、１０

平米以上のものについて届出が必要というふうに定まっておりますので、そちらの基

準をそれぞれ準用しまして、一体型のものについては、屋根そのものをさわる、壁そ

のものをさわりますことから、既存の建築物の改築として１０平米以上のパネルをつ
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ける場合は、届出をしてくださいと。 

 あとのせになる工作物①につきましては、大きく建築物自体はいじらないものの、

壁につけたり、屋根に乗せたりする部分につきましては、建物自体の見た目がパネル 

の分変わりますので、建物の外観変更という形で届出をいただくことという形で整理

をさせていただいております。 

 一方、重点地区以外の地域につきましては、建築物および工作物①につきまして、

基本的には、届出を不要という形で整理をさせていただいております。  

 ただし、従来の届出基準、高さが１３メートル、田園ゾーンにあっては１０メート

ルを超える建築物、もしくは４階建て以上の建築物、または、延べ床面積が３００平

米を超えるものにつきましては、その太陽光発電設備を設置するにあたって、大きく

外観が変わるとか、建物を改築するとかに当たる場合は、届出が必要という形で定義

をしております。 

 地上に設置する工作物②、③につきましては、重点地区につけるものにつきまして

は、ほかの工作物が高さが５メートルを超えるものについては届出を、もしくは、面

積で１００平米を超えるものについては届けてくださいというものがございますので、

そちらの数字を使わせていただきまして、高さ５メートル、もしくは、モジュール面

積の１００平米を超えるものについては、届出をしてくださいという形を整理させて

いただいております。 

 一般区域における工作物②、③につきましては、高さが必要になるものについては、

これも高さが必要となる煙突やアンテナなどの基準がございますので、それの数字を

合わせていただきまして、１３メートル、田園ゾーンについては１０メートルを超え

る行為、面積につきましては、後ほど少し説明させていただきますけれども、モジュ

ールの面積の合計が１，０００平米を超える行為という形で整理させていただいてお

ります。 

 各数字の考え方につきましては、面積については１０平米、１００平米につきまし

ては、重点地区内における各既存の工作物の届出の要件ですね、そちらのほうが固ま

っておりましたので、それに合わせて数字を設定しております。 

 １，０００平米につきましては、他市町で既に設置をされている、基準を設定され

ているところがございますので、そちらのほうを目安、面積等を参考にいたしました

のと、あと、国定公園における太陽光発電設備等の設置について、公園内の普通区域

とされるところの届出要件が１，０００平米という形で、ことし６月に国が整理され

ておりましたので、そちらを参考にして１，０００平米と設定させていただいており
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ます。 

 高さにつきましては、５メートル、もしくは、１３メートル、田園ゾーンにおいて

は、１０メートルという基準については既存の煙突、アンテナ等の基準をこのまま数

字として同じように合わせていただいております。 

 届出要件は以上のように設定をしておりまして、実際に守っていただく景観形成の

基準につきましては、建物の一体型につきましては、たちまち、重点区域の設定の中

にありますので、太陽光パネルができるだけ全面道路等の公共空間から見えにくい形

での設置という基準、一体型でございますので、その他の屋根材または外壁材との周

辺景観を含めて調和を図ってくださいというもの、あと、色彩の基準等としまして、

パネルを設置する場合には、黒または濃紺、もしくは、低彩度、低明度のものとして、

低反射でできるだけ模様が目立たないようなものにすることとしております。  

 過去に、景観審議会で、ビルの壁面にパネルを設置する場合について、既存の色彩

基準に適合していないからということで審議をいただいた経過がございます。  

 それに合わせまして、パネルそのものの色につきましては、今回、色彩基準を適用

しないという形をとらせていただいております。 

 その他、ほかの外壁についてパネル及び周辺景観と調和した色彩とすること、附属

設備、配管等についても同じように色彩、建築物等に一体と調和してくださいという

ように設定させていただいております。 

 工作物①として、建物に後から乗せるものにつきましては、基本は建築物一体型の

ものとよく似ているんですけれども、別途設置するということで、勾配屋根につける

場合にあっては、パネルの最上部が建物勾配屋根の一番上を超えないようにして、屋

根に密着させてくださいというもの、壁につけるものについては、壁の外縁部より、

外側にパネルがはみ出ないようにすること。陸屋根に設置する場合は、太陽光パネル

の一番上が、陸屋根のパラペットの高さ以下にして、どうしても見える場合について

は、ルーバー等の目隠し措置をしてくださいという形で整理させていただいておりま

す。 

 それと、色彩基準については、先に述べました一体型の基準と同じような形で整理

させていただいております。 

 工作物②地上設置平面型のものにつきましては、同じように前面道路から見えにく

い形での設置に努めることというもののほかに、できるだけ後退して、どうしても見

えるところに設置する場合は、植栽等で目隠し措置をしてくださいという基準をつく

るのと、その植栽より低くしてくださいという基準をつくらせていただいております。 
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 色彩については、建築物と同じ形で設定をさせていただいております。  

 合わせまして、従来の工作物で、汚水排水処理施設という面積を必要とする工作物

の基準がございまして、そちらのほうも合わせて準用する形に整理させていただいて

おります。 

 工作物③の地上設置支柱型につきましては、地上設置で柱の上に建てるということ

でございますので、目隠し措置というのはなかなか難しいものがございますので、そ

こについては、設定はさせていただいておりませんが、煙突、アンテナ、鉄柱等のほ

かの工作物についての基準がございます。そちらのほうは、周りの木をいかしてでき

るだけ目立たないようにすること等の基準がございますので、そちらを合わせて準じ

て適用することというふうに設定させていただいております。  

 パネルの色彩等については、ほかのものと一緒になっております。  

 こちらのほうの基準につきましては、お手持ちの資料のほうで整理させていただい

ておりますのが、資料４の景観区域内の行為規制に関する事項という資料になってお

りまして、こちらのほうには、新たにつくるものと従来の煙突、アンテナ等の基準で

ありますとか、汚水排水処理施設をつくる際に適用する基準のほうがゴシック体等で

わけて、整理させていただいております。 

 この基準を図解をまじえて説明しておりますのが、資料６のチラシ案という形にな

っております。 

 これらを実際に、市の施策として行っていくにつきましては、条例および施行規則

等を改正する必要があります。そちらにつきましては、改正内容の概要としまして、

資料５のほうに整理させていただいております。 

 基準としましては、以上のとおりでございます。 

○事務局   今、説明させていただきました、例えば、資料の４を見ていただきま

して、それの例えば、２１分の７のというところを見ていただきますと、今回新たに

資料４の２１の７というところがあると思いますけれども、７ページのところを見て

いただきますと、この１０で、例えば、地上に設置する太陽光発電の新築、増築とい

うことで、基本的に１から５号までについて、先ほど説明してもらったのがここに入

ってます。 

 それ以外の例えば、６とかにつきましては、いわゆる平面型の太陽光については、

１から５の基準のほか、例えば、６、ここの６号というところがあると思うんですけ

ど、２１分の５のところ、汚水または排水というところがあると思いますけれども、

そちらのほうを準用して同じように、これと同じ規制でやっているということでござ
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います。 

 同じく２１分の７のところにつきましては、地上設置型のものについては、４の５

号を基準に合わせて、工作物の４でございますので、２１分の４ページの４と一緒に

合わせて見ていく、これを見ながらで見ていただければいいかなと思っておりますの

で、そういう意味のでゴシックと下線部ということで、御理解をいただきたいと思い

ます。 

 そしたら、先生よろしくお願いします。 

○会長   説明ありがとうございました。 

 たくさんの資料を短時間で説明して、先ほどのスライドは、資料の３のスライドを

中心にして御説明をいただいたわけですし、今、課長さんのほうから御説明のありま

したように、それをよりわかりやすく、特に一般の市民の方々に説明するために、こ

の資料の６にありますようなチラシ案となっておりますけれども、より要点だけをピ

ックアップしてわかりやすく説明したものを準備をしていただいているわけでござい

ます。 

 こういった役所関係の文書に慣れておられる方は、すぐおわかりいただけるかもし

れませんが、なかなか初めてご覧になる方、それから、この景観審議会のこれまでの

経過をある程度御存じの委員の方は、あの部分がこうなったんだなということがおわ

かりいただけるかもしれませんが、初めての方もいらっしゃいますので、原則として

初めて、これをご覧いただくというのを前提にして、いろいろ御質問や御意見をいた

だければいいと思っております。 

 草津の場合は、大きく景観形成重点地区とそれ以外という地域のわけ方があって、

それから、本日の場合は、工作物でも３種類の工作物、工作物というのは要するに、

家に附随させるという形ですけど、工作物①というのは、屋根やら外壁にくっつける

形のものであり、②というのは、建物じゃなくて地上にそのまま置くというもの、そ

れから③の場合は、地上に置くんだけれども、かなり地上から離れたところへ、どこ

かＪＲからよく見えるところにございますね。一カ所、工場の敷地内に何か大きなも

のをパラボラアンテナみたいな格好でつけておられるのがあり、あれが工作物③のイ

メージですね。 

 最初に川崎理事のほうからもお話がありましたように、いろいろ課題になっていた

ことを少し時間をかけて整理していただいた。 

 そして、何か景観審議会は、やたらに何でも規制するのかみたいな御意見が庁内で

あったようなんですが、そうではないというか、きちんとやはり景観を守るというこ
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とと、こういったエネルギーの新しい形を開発、進展させるということをどういうふ

うに調和させていくか、そんな観点から本日の御提案になったというふうに、私も理

解しております。 

 どうぞ時間はたっぷりございますので、本当に初歩的なことからで結構でございま

すから、何か御質問、御意見いただければありがたいと思いますが、どうぞ、自由に

御発言いただいたら結構でございますので。どうぞ、本当に御遠慮なく。 

○委員   チラシ案のところでわかりやすく書いていただいているんですけど、私

どもが建築のほうでいう工作物という考え方と、この工作物①というのは、ちょっと

若干ずれるのかなということですね。建物に附随するもので、何か乗っけるものを工

作物とはあまり建築のほうでは言わないので、このわけ方はどうなんでしょうかとい

う気がするのですが。 

 ②と③は、工作物②と③はわかるのですが、工作物①で、何か建物に別途設置する

もの、壁面とか、これを工作物って一般的に言いますでしょうか。  

○委員   言わないかもしれないですね。 

○事務局   そこにつきましては、建築物に附随して、後から建てるものという形

で今回分類しておりますが、建物がないとつけられないものではございますけれども、

建物にあと乗せするという意味では、工作物のカテゴリになるんじゃないかなと判断

しております。 

 ただ、区分につきましては、建築物がないと成り立たないので、重点区域内の建築

物の外観変更という形で届けていただく形にはしております。  

○会長   私もちょっと同じように思うこともあるんですが、ただ、手続上でいく

と、建築物の場合は、建築申請のときに同時に出すわけですよね。  

○事務局   新築であと乗せするというような構造であれば、一緒に出てくると、

図面として出てくると思います。 

○会長   新築、増築、改築時に屋根材、または、外壁材として一体で設置すると

いうことが建築物のほうですよね。一旦、家ができていて、その後で屋根に乗せると

いうのは工作物にしようということですね。 

○事務局   扱いで、はい。 

○会長   何かそういう基準らしいんですけれども、どうでしょうか。建築御専門

の方、いらっしゃればそのあたりを。 

○委員   いわゆる、工作物申請とまた違いますよね。この場合はね。  

○事務局   そうです。建築基準法上の工作物とは、ちょっと定義がまた違うのか
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なという解釈で、こちらのほうは。 

○会長   いかがですか。その辺、僕も余りその辺詳しく説明が難しいなと思って

いる部分も。どうぞ。 

○委員   今の田井中さんの意見に、私も今初めておっしゃったことに気がついて、

確かにおっしゃるとおりだなという気がします。 

 例えば、どういう名前だったら一番ぴったりかという、そんな提案ってございます

か。 

○委員   建築物だと思うんですね。だから、建築物の付帯設備といったら何です

けれども、何かそういう設備。工作物でくくらないほうがいいような気がしますね。

名称的に。一体型ではないから、附加なので、建築物の付帯設備という名前がいいの

か。ちょっと今、すぐに思いつかないです。 

○委員   工作物についての手続規定は、別に建築物のときにやると、やっぱりあ

れですよね。手続をするときに、間違いやすいということはありますよね。実際に、

一般の市民の方にしていただくのに。 

○会長   わけておかなければ何か不都合があるのかというようなことだと思うの

ですけどね。 

○事務局   こちらのほうは、家がもともとあって、そこに乗せるものという基準

でございまして、基準をつくる、今回設定するときに、一体型のものとあと乗せする

もので、景観形成基準のほうが若干違いますもので、それで工作物①という形でカテ

ゴリわけをさせていただいております。 

○事務局   最初に、昨年ですね。太陽光パネルどうしようかという議論のきっか

けになったんですけれども、今ここでいう、工作物①という案件がでてきたからです

けれども、このときに何か太陽光パネル、後からつける場合は、建築確認のほうでは

見ずに、工作物として扱うと、詳しいことはよくわからないんですが、そういう庁内

での話があったから、こういうわけ方に最初していたんですね。 

 そこから、ちょっと余り吟味せずにこのままきちゃっているというところが実はあ

りまして、ちょっと再度、建築の専門家がいないので、私どものほうに専門家がいな

いのであれなんですけれども、表現が適切じゃないという御指摘だと思いますので、

ちょっとわけ方はこのままでいくにしても、名称を工作物①ではなくて、建築物の付

帯設備みたいな、もうちょっと例えが何かあれば変えていくということで、ちょっと

建築の担当とも相談して、考えさせていただきたいなと思うんですけれども。  

 どういう風に考え方を定義して、わかりやすい表現にするかということだと思いま
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すので。 

○委員   資料４というのがございますよね。その中に、建築物と工作物とわけて

あって、建築物の中で新築、増築、改築、その下に外観を変更することとなる修繕と

書いていますよね。その伝統的沿道景観重点地区のところも建築物の中で外観を変更

することとなる修繕でその行為に係る面積と書いていますので、ここでははっきりと

建築物と書いているので、だから、今度は届出の、こちらもそれに合わせたほうがい

いんじゃないかなという気がします。でないとわかりにくいので、これも工作物なん

だなみたいな。 

○事務局   今、御指摘いただいたところ、ちょっと再度整理させていただきます。

今、おっしゃられた建築物の付帯施設とするのか、建築物一体のものと変更とみなす

のかについても、少し含めて整理をさせていただきたいと思います。  

 昨年の５月くらいのときにも、この工作物という考え方で出させてもらっていたの

で、私どもはそこら辺が一つ、そういった形でずっときていた感じもありまして、今、

御指摘いただいた部分は、まさしくそこらも含めて再度整理したほうがいいかなと、

私も思いましたので、そこは少し時間いただきたいと思います。 

○会長   確かに、当初の議論は、今ある家に屋根に乗せるとか、それから一番問

題だったのが、畑に全面的に乗せるようなものということ、そういうようなものは明

らかに工作物というカテゴリでよかったと思うんですけど、家と同時に建てるのと、

家ができてから上に乗せるのと結果的には同じものになるのかなという気もしないで

はないですね。確かに。 

 届出の方法として、大分違いがあるんですかね。 

○事務局   届出の方法としては、一体として、建築物を新築で建てるものについ

ては、建築確認が必要になると思います。 

 後から乗せるものについては、ちょっと建築のほうにも具体的に届出が要るのかど

うかという部分を含めて確認をしないといけないんですけれども、後から乗せる分に

ついても、家は建っているものでございますので、特に建築確認上の申請は要らない

という形が出てくる可能性もゼロではないと思います。  

○会長   実際は、景観形成重点地区だけで問題になることで、それ以外のところ

では、ほとんど届出不要にしましたから、余り問題はないと思うんですけど。今のよ

うにもしも、実務において、やっぱり区別があったほうがいいというなら、それは必

要だと思いますけど、余り意味がないのならおっしゃっているようなカテゴリでも別

に構わないかなという気もしますけどね。 
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○委員   済みません。今の話を伺っていると、後から乗せる場合は、届出なくて

もいいのもあるわけですよね。だったら、そこの、これは絶対届けないといけないん

だよというところをしっかりおさえないといけないわけですよね。それ知らないうち

に乗っていましたでは。それをどうやっておさえるための手続を作るのが、どうした

ら一番自然かというのが多分一番問題ですよね。 

○事務局   だから、そこは今、御指摘いただいた文字の表現の仕方、おっしゃる

ように建築物という形の中で、もしクリアできるのであれば、そのほうが、本来は建

築物の付帯設備になるのかなと。あとからできたやつはそういう形でもいいのかなと

いう気もします。全部整理をさせていただきたいなと。  

 多分、わかりやすく上に乗せるから工作物という、最初から御議論もいただいてい

たような感じになっていますので、その辺は、最終市民の皆さんに広く基準として示

していくときに、それが適切かどうかというのは、再度、川崎理事が今、申しました

ように、建築担当と整理して、しかし、届出はしてもらわなあかんようにしておかな

いと、それが抜け目となって、結局届出してもらえないというのも、またあかんかな

と思いますので、そこらも含めて適切な表現で整理させていただきたいと思います。

ありがとうございます。 

○会長   どっちにしろ、景観形成重点地域で１０平米を超えるモジュールは届出

してもらわなあかんわけですね。これは、きちんと書いてあるから、これは問題ない

んですけど、建築物一体型と工作物①のそこのわけ方が何かわけなければいけないの

かどうかというところをちょっと検討していただけますでしょうか。  

○事務局   ありがとうございます。 

○委員   話が複雑になるかもしれませんけれども、きょういただいた資料６の２

ページのところに、陸屋根の上に乗せるときの、これも工作物になるのかという話で

すけれども、そのときの３番目のところで、ルーバーによる目隠しをするという話が

出ておりますよね。 

 これ、ルーバーの意匠的なところというのは、どういうふうにして考えるのか。景

観のほうから考える視点もあるし、それから、じゃあこれは、ソーラーパネルと合わ

せて工作物とみなすのか、あるいは、建築としてみなすのか。そういったところも含

めた上での検討が必要かなという気が一ついたします。  

○会長   ありがとうございます。そこはどうですか。 

○事務局   おっしゃるとおりかなと思います。ちょっとそこらも含めて整理しな

いと。単に、私たちは太陽光を隠せばいいかなという考え方で思っていたんやけど、
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それも隠す上で、それもまた工作物にするのかどうかということ思いますので。 

○委員   ルーバー自体を要するに目立たないものにしたいわけですよね。それが

派手な看板だったりしたら困るという、例えば。 

○事務局   はい、そうです。 

○委員   それを規制する条文がどこかに、どこで規制しているのかという。 

○事務局   資料の４の２１の８のところなんですけれども、８から９にまたがる

ところなんですけれども、陸屋根に目隠しする場合において、太陽光パネルの最上部

をパラペットに乗せたりして、できるだけ後退して見えにくいようにしてくださいと

いうのがございます。 

 それにより難い場合は、ルーバー等の目隠し等を講じて、建物本体および周辺景観

等の調和に配慮したものにしてくださいという形で、ルーバーと周辺景観調和に配慮

してくださいという意味合いで、設定をしております。  

 ルーバー自体の配慮につきましては、個別には今現在のところでは、基準としては

ございません。 

○事務局   今、御指摘いただいているのは、まさしくルーバーを景観に配慮しな

いと意味がないということをおっしゃっているのかなと思いましたので、そういう表

現でやっぱり整理しないと、単にそれをルーバーとかで目隠ししてやったらいいじゃ

ない。もう少しルーバーについても当然景観に配慮しながらしていくというような表

現に直してはどうかというようなことなのかなとお聞きして思いましたので。 

○委員   そういう部分の景観と、あと、ルーバーの材質なんかでパネル自体が反

射が結構きつくないかとか議論していましたよね。そういうこととか、そもそもルー

バーの高さも目隠しをするのに必要最低限、必要かつ十分な高さで、余り余分に飛び

出しても、またいろいろ起きますよね。その辺の話を何か少なくとも、この工作物で

出てきたときに、思うような指導できるような、何か文言が。本当はあったほうが。 

○事務局   多分、原則は見えないようにしてくるんだと思うんですね。ただ、太

陽光ですので、どうしても日の当てる関係もあって、目隠しということになっている

のかなと思いますので、ちょっとそこらも今、御指摘のあるものをちょっと整理させ

ていただくということでよろしくお願いしたいと思います。 

○会長   この資料４のほうでは、ルーバーのことも赤で書いてあるから、つけ加

えていただいたものだと思うんですけれども、こちらの施行規則や条例の中にはそう

いうことは出てこないんでしたっけ。 

○事務局   条例と施行規則につきましては、基本的に届出に必要な要件を定めて
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いるのみでございまして、条例の文書の中には、景観形成基準の規制はしていなくて、

全て景観計画の中でうたっておるという形になります。  

○会長   だから、この資料４の文書が、いわば具体的な方向性を出しているもの

だということ。 

○事務局   具体的には、この景観形成基準に基づいて、指導とかお願いとか協力

のことをしていくという形式になるものということでございます。  

○会長   だから、ルーバーで目隠しを講じるというけど、ルーバー自身どんなも

のかということが必要だということですね。 

○委員   そういうことです。ルーバーの定義が出てきていないので。  

○委員   ただ、今は太陽光パネルだけなんですけど、例えば、室外機だとか、あ

あいったものも隠すようにということで御指導を受けるので、その場合に、ルーバー

で目隠しをするのですが、やっぱりそういう景観地域なので、それなりにやっぱりル

ーバーの彩度とか、それなりに全部チェックを入れて、それから申請を上げることの

ほうが多いので、そして、もう一つは屋根の上に乗っけるものですから、風も受ける

し、重いものを乗せたくないわけですよ。それほど大きなものは具体的には乗ること

はないと思われますが、余りルーバーの色彩まで細かく御指導いただくことはないで

すね。そういうものは隠してくださいよということはありますが、ただ、室外機なの

で、余り隠してしまうと空気が逃げなくて、そこはやっぱり少し注意点がありますの

であれなんですけれども。そこまで余り規制されているのはないです。  

○事務局   当然、私どもでこれを書いているということは、ここでいろいろなお

願いをしていく中で、そういう今、皆様方にいただいている御意見を当然意識しなが

ら、最後に書いておりますような周辺景観との調和というのを原則にしていくという

ことで指導していけばですね、一定御理解、設置される方も御理解もいただけるんじ

ゃないかと、そういう視点で、単にそれがいわゆる広告看板で目隠ししたからいいな

んていうことは、多分周辺と調和してないでしょ、ということの指導をしていくとい

うのも一つかなと今、お話を聞きまして、それらも含めて考えていきたいと思ってお

ります。 

○会長   ありがとうございます。 

 ルーバーについては、前からも言っていたんですけど、ルーバーそのものをどうす

るかというのが、今、初めて言われたというか指摘していただいたかもしれませんね。  

○委員   ルーバーそのものも、すごく心配りはしてふだん設計していますとおっ

しゃられているけど、これから太陽光がふえて、大きなビルになれば、大きなものを
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乗せたい場合もあるし、そうするとどういうものが出てくるかというのがあるので、

その何かよくあるルーバー自体、建物となじむものということで、指導しやすいよう

な文言を入れられておくのがやっぱりいいようなという、そういう意味であります。  

○事務局   はい、ありがとうございます。 

○会長   その辺、少し御検討をください。 

 それから、同じく少しそういうふうに加えていただいたという意味では、工作物②、

③の地上設置のもので、この資料の６で見ますと３ページのところに工作物②、③が

ありますが、１では、例えば、生垣等の植栽による目隠し措置を講ずることとか、規

模では、目隠し措置の高さより低くすること、これ前に、きょう資料を配っていただ

いてますが、帰帆島の設備のところで、この審議会で非常にいろいろ御議論いただい

たところだったと思いますが、それをくみ入れて、この文言の中に取り入れていただ

いたところでございます。 

 これについては、いかがでございますか。 

○委員   今の議論とちょっとかぶるところがあると思うんですけれども、資料４

で、私もきょう初めてなので、ちょっとこれまでの議論がちょっとよくわからなかっ

たんですけれども、この行為として幾つか建築物、工作物というのがあるんですけど、

その外観を変更するという部分の定義というのはどこかにきちっと載っているのでし

ょうか。 

 というのは、先ほどの議論の中でもありました、資料６の例えば、２ページ目のル

ーバーの話が議論になりましたけれども、例えば、このパラペットの高さ以下という

ような、この視点、地上からの目線というんですかね。これだと丸というふうになっ

ているんですけれども、いわゆる外から見えないものも外観を変更するというような

定義になるのかどうかについて、外観を変更するというのが、どういうものをもって

変更するという部分になるのか。 

 先ほどのクーラーの室外機とかというのも、もしかしたらそれは、そういうのも外

観を変更するという部分までよめてしまうものなのか。初めて議論に参加するので、

ちょっとそこら辺のところを教えていただければと思いますけれども。  

○事務局   建築物の外観変更につきましては、主に建築物を外から見たときの見

た目がごろっと変わるというのを想定をしておりまして、屋上に乗せて、外から見え

ないところについては、大きく外観を変更しないところにはなるんですけれども、た

だ、景観条例等の届出等はこちらもちょっと担当等に確認しておりましたら、屋上等

で下から見えないところも、大きく色を変えるとかという形になると、外観変更に当
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たりますということなので、配慮いただく基準としては、見えないようにという形を

とっていただいても、１０平米以上のパネルを乗せる場合は、届出の対象になるとい

う形になります。 

○委員   できれば、そういったことであれば、外観を変更するという定義をどこ

かに明記しておいたほうがいいのかなと思いました。  

○会長   ありがとうございます。 

 おっしゃっているようなことは、前でもちょっと議論をしまして、今、例えば、屋

上に乗せたものが、下から見えなかったらそれでいいのかと。例えば、それより高い

ビルへのぼったら全部見えるじゃないかと。それで、どんどん景観が変わっていくこ

とをどう考えるんだというような話もあります。 

 それから、もっと離れたところで、例えば、典型的には山の斜面が、全部パネルに

変わったときに、どう考えるんだと。しかも、それは自分たちの行政区域じゃないと

ころでそういうことが起こっていくわけですから、当然景観という場合に、単に地面

を歩いている目線からだけでいいのかとか、その辺の議論はやったことがあるのです

が、なかなか難しいですね。 

 それで、いろんな規制をかけていったら、これまた切りがないので、そのあたりを

とりあえず今のところは、地面を歩いている人の目線というもので、このルーバーと

かも考えているわけなんですけれども、本当、少し高いビルから見たら、どんどんふ

えているわけですよね。 

 だから、そうなると特にこの重点地域なんていうのは、瓦一つ変えてはいけないみ

たいな話にもなりがちなので、もうちょっと御意見をいただいて、その辺も将来の課

題としては必ず出てくると思いますけどね。 

○委員   よろしいでしょうか。そういう意味で、この議論は非常にいい議論だと

思うんですけれども、太陽光パネルだけに特化して話すのであれば、いわゆる今、先

ほどの議論ではないですけど、建築物、工作物という部分のところのカテゴリ云々と

いう議論ではなくて、もう太陽光パネルの設置の届出というふうにしたほうが、整理

がつくといいのかなというふうに思っただけなので。 

○会長   言うとおりだと思います。 

 ちょっと僕も今、いろんなことを言い過ぎましたけれども、この本日の議論は、太

陽光パネルの議論に限らせていただいておりますけどね。  

 ただ、景観というものがなかなか理解されにくいというのが、いろんな面でそうい

うのがあると思うんです。 
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 どうでしょうか。ほかに、どんな観点からでも結構ですので、どうぞ。  

○委員   ちょっと前回どこまで議論したか記憶がないのであれですが、この届出

対象がモジュール面積の合計１，０００平米、これが以外と大きいなという印象をす

ごく受けたんですけど、１，０００平米以下は届けなくていいよというのは、１，０

００平米って結構大きいですよね。それが、高さ１３メートル、これも私は今までの

工作物はこうだとか、１３メートルで届ける、それがいいのかと、そこもちょっとひ

っかかるんですけど、それ以上にやっぱり面積１，０００平米というのがすごくひっ

かかって、さっきの御説明だと根拠としては、一つは農地転用のところで、太陽光パ

ネルの最大の面積が１，０００平米で、最大が１，０００平米だったから１，０００

平米以上を届出対象にするか、ちょっと考え方としては、これがすんなりいけるのか

なということと。 

 それから、２番目の国定公園内とか、普通区域の面積基準とか富士宮市の例が、ち

ょっとこれは、私がよくわかりませんけど、ちょっとこの１，０００平米が、モジュ

ール面積１，０００平米ということは、面積でいうとそれの２割、３割増になるわけ

で、ちょっとこれがどうなのかなと、すごいひっかかっているんですけど、いかがで

すかね、その辺は。 

○事務局   １，０００平米のところなんですけれども、今回策定していくに当た

って、既存のもの、市内の既存のものが大体１，０００平米くらいというのもあるん

ですけれども、その他、既にそういう基準をつくっている他市町を整理していたんで

すけれども、そちらのほうにつきましては、一部重点地区のもっと狭い範囲を指定し

ているとかいうのを除けば、大体１，０００平米から２，０００平米、５，０００平

米、１万平米というのが多くて、その中から全国的に言うと、一般区域で１，０００

平米というのは、どちらかというと厳しいレベルになっております。  

 一点、国定公園の普通区域というところの基準が１，０００平米という数字を使っ

ているのもございまして、その数字を参考にしながら、草津市内の一般地域でも１，

０００平米という形で整理をさせていただいております。 

○委員   要するに草津市が景観として、どういう考え方でやっているかというこ

とにつながると思うんですけど、ほかのところが１，０００平米だから草津も１，０

００平米ということはわからないんではないんですけれども、私、例えば、看板につ

いて言うと、草津市はすごい頑張っていると思って、景観頑張っているなという印象

を受けたんですけれども、太陽光パネル、モジュール面積は１，０００平米で本当に

いいのかというのが。これはもうちょっと、じゃあ幾つがいいのかというと私にはわ
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からないんですけれども、もう少し何か考え方があるのかなという印象はちょっとし

ているんですけれども。 

○事務局   たちまち、現在の範囲では、１，０００平米が届出の基準という形で

は設けてはおるんですけれども、その他、開発のほうで、土地の造成を新たに行う場

合というのがございまして、そちらのほうですと、５００平米以上の敷地を造成する

場合は、都市計画課のほうに開発の事前協議というのが回ってきますので、そちらの

ほうはそちらのほうで太陽光パネルを設置する、仮に８００平米だとすれば、事前協

議が回ってきた段階で、景観の届出は要らないけれども、基準があるのでそれに配慮

してくださいと指導することは可能でございますので、そちらの方法で指導していく

ことも現実、今、基準をつくっている中で、事前協議が一件あがってきたりしたこと

もございます。そういうところの照会で、ちょっと目隠しをお願いしますというとこ

ろで、協議の意見をつけたりはしております。 

○委員   こっちは、後で景観形成基準のほうで御質問をしようかと思ったんです

が、１，０００平米以上、届出対象以外は、一応、農地ですねこれでは。だけど今の

お話だと、対象の届出除いて５００平米以上は、ある程度行政側の意向は伝えられる。 

○事務局   現実、この前も一件上がってきたんですけど、それは開発で５００平

米以上を超えますと造成などする場合は、開発の事前協議が上がってきます。それは、

１，０００平米なかったんですけれども、モジュールがなかったんですけど、同じよ

うに目隠しをしてくださいということで指導もしていますし、こういう基準が今回つ

けますと、これと準用して、同じ基準で小さい、大きいにかかわらず、目隠ししてく

れというふうに、逆に言いやすいかなと思っておりまして、小さい家の敷地に設置さ

れるものをどうするかというような議論も、一定御商売で、売電されて、売られて収

益を上げてみたいな御商売として、自分の家のエネルギーを使うのと、３８円の買い

取り価格の中でやられるというのと、差をつけていこうと思うと、一定の規模の面積

がないとなかなか売電にならないので、１，０００平米、他の自治体との基準で１，

０００平米ということにさせてもらいましたけれども、それより小さい１，０００平

米を満たさなくても開発とか出てきた場合は、この基準があることによって、そうい

う指導も合わせて要綱ですので、あくまでお願いになるかもしれませんけれども、そ

ういう指導はどんどんしていけるかなというふうに思っているところでございます。  

○委員   今の言い方でいうと、ここの１，０００平米を５００にするのは難しい

んですか。５００平米で開発基準で結局チェックするわけだから、最初からこの景観

形成基準を５００平米にしたほうがいいんじゃないかというのは、なかなか難しいん
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ですか。 

○事務局   それは、造成のある場合ですので、普通にもともと造成のない作業、

資材置き場みたいなところで、単にやられる場合ですと、そういうのが出てこないと

いうことになりますので、そこら辺をどう見るかなで、細かいところまでやるのかや

らないのかと、特に、いわゆる自然エネルギーの活用と一定の景観配慮という中のバ

ランスの中で、他の事例も参考にしながら、１，０００平米という基準を今回させて

もらったのが実情でございますので、今後、運用、実際１，０００平米を超えないば

かりが逆に出てくるようなことを想定、基本的にはやっぱり広い面積にたくさん作ら

ないと、買い取り価格が今、非常に安くなってきておりますので、小さいところで少

しだけつくってというのは、なかなか採算が合ってこないと思うんです。逆に言えば。

それで、やっぱり一定の規模じゃないと、なかなか売電されて、一方で、御自宅で先

ほどは、もともと家のところに屋根をつけるやつですと、重点以外は届出不要として

いるのは、今、積極的に、自然エネルギーを少し使っていただいて、自分のところの

家の電気は賄ってもらえるようなことも自然エネルギーの活用としては大事じゃない

かなと、そのバランスの中で１，０００平米というのを今回、いろいろと議論はあっ

たんですけれども、１，０００平米、先ほど、中野グループ長が言いましたように、

５，０００平米だったり１万平米というのがある中でも１，０００平米というのが、

最も適した、唯一５００平米というのがあったんですけど、それは全て５００平米な

んですね、届出基準が。太陽光だけ５００平米ということではなくて、全て５００平

米という基準の中の５００平米というのがありましたので、そこまでということで、

今回１，０００平米ということで整理をさせていただいたというのが実情でございま

す。 

○会長   ありがとうございます。 

 ただ、８００とか中途半端な数字にするのは根拠は何だと言われるわね。１，００

０平米というと、昔でいうと１反ですよね。ほぼ１反ですよね。  

○委員   よろしいですか。関連してですけれども、根拠でいわゆる自然公園法の

普通区域内の面積基準を引用されているということなんですけれども、自然公園法で

すと、いわゆる水平投影面積の１，０００平米というふうになっているのですが、今

回、草津市さんの案では、いわゆるモジュール面積というのを出されているというの

は、何かお考えがあってやられているのでしょうか。 

 要は、斜めになっているから、水平よりかは厳しくはなるということではあるんで

すけれども、ただ、引用しているところで、要は普通区域の面積、線は一定のある線
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だと思いますけれども、要は、水平とモジュールとの違い、それと、これが現実的に

あるのかどうかあれですけれども、例えば、そういった普通地域と、この草津市さん

の設定される景観のその重点地区がかぶってきた場合、要は、基準が２つ出てくる恐

れがあるのかなというふうにちょっと思ったので、なければあれですけれども。 

○事務局   国定公園のほうにつきましては、今年６月に基準が改正されて公開さ

れたところなんですけれども、そちらについては、対象としては１，０００平米、数

え方として、水平投影面積の合計ということで、いったら図面上の面積の合計という

形になっております。 

 草津市のほうは、平面のものしか設置しないということであれば、同じような感じ

もできないこともないんですけれども、今回柱の上に建てて、可動式というのも想定

にしておりますので、そうなると図面上の面積のいつの時の面積を参考にするのかで

面積が図面上は変わってしまいますので、そういうことも踏まえて、水平投影面積と

比べますと、ちょっと厳しくなりますけれども、モジュール面積の合計ということで

統一させていただいております。 

 国定公園の普通地域と、草津市の景観区域が重なるかどうかということにつきまし

ては、今現在、草津市域の中の普通地域というのが、ほとんど琵琶湖面でございまし

て、たちまちかぶることはないと考えております。 

○会長   ありがとうございます。どうぞ。 

○委員   今のにも少し関連するのかもしれませんけれども、この資料の３の３ペ

ージ目、今言っておられた１，０００平米のところの理由として、市内に農地転用許

可を受けたパネルが最大１，０００平米と書いてあるんですけれども、これ最大が１，

０００平米やから、景観上良いか悪いかというのはわからないと思うんですね。もう

少し、多分、１，０００平米でいくならいくで良いが、何で１，０００平米やねんと

いうのをもう少し、景観らしい理由が、説明ができたほうが市民にはいいかなと。理

屈っぽい人がいたら、最大でやからいいのかというふうになっちゃうかなというのが

あります。 

 もう一点、南草津のほうに、支柱型のやつがありますよね。これを見ていると、高

さの制約があるのかな。いずれにしましても、同じ工作物の類型である煙突とか鉄塔

とかアンテナとかというのは、見ていて安定感、そこそこ安定感があるし、大抵スリ

ムなものが多いし、そう景観的にはインパクトがそう大きくはないかなと思うんです

が、この支柱型の大きなモジュールがどんと宙に浮いているようなやつは、かなりイ

ンパクトが大きいかなと思います。 
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 市民の方に説明するときも、あれが景観的には支障がないんだということが説明し

きれないと、多分一般的な感覚で言えば、かなり目立つんじゃないかというふうに思

われちゃうので、そのあたりをうまく説明できるか、あるいは、ルールを変えるかと

いうことかなと個人的に思います。 

○会長   ありがとうございます。これは、どうでしょうか。  

○事務局   支柱型のもの、主に草津市内では、ただ一基だけ南笠のほうにあると

いうことで建っておるんですけれども、あちらのほう、立地がかなり開けた場所で、

ＪＲから見えるところに物すごいインパクトが大きいとは思います。  

 ただ、宙に浮いているパネルのように見えるというところで、そこをもっと低くと

いう基準を考えたりもしていたんですけれども、やはり市内の建築物とか、既にある

もの、これからつくられてもおかしくないものとかで、従来の基準ですね。煙突、ア

ンテナで、アンテナという別に、携帯のアンテナなどを限っているわけではないので、

いったら上にでっかいパラボラがついたようなアンテナ等が建ってもおかしくないよ

うな状況にはなっておりますので、そういうのと比較して、まあまあ既存のものに合

わせていこうという形で設定はさせていただいております。  

 構造物一個、一個の構造を持って、全て規制内容を変えるというのはなかなか難し

いものでございますので、既存の基準をあてはめつつ、パネルの色彩等も配慮してい

ただくという形で設定させていただいております。 

○会長   たまたま太陽光だから問題なので、あれが普通の建物と同じ形だったら

問題にならないというのは矛盾じゃないかという話があったんですけどね。  

○委員   屋根につけるにしても、壁面につけるにしても、建物というのは、我々

の認識としてはあって当たり前であり、建物についているというのは、非常に違和感

がなく感じる。だから、つけ方、もののあり方によって良いのかと。  

○会長   おっしゃることはわかるんですけれども、そういう話もあって、こんな

今は、例えば、個人的に太陽光パネルが非常に景観の中で異質に感じますけれども、

そのうち、それが全然異質でなくなる可能性もあるかなというか、あのときに言った

話では、ビニルハウスができたときに何ていう変なものだろうと思ったけれども、今

はそんなことは思わなくなりましたわね。 

 何かちょっと、だからこの形態だけで、景観に、つまり景観にいいか悪いかという

のは非常に主観的なものも入ったり、難しいんですね。皆さん、どういうふうにお考

えでしょうか。 

○委員   景観にいいかどうかだけだったら、やっぱりやめたいですよね。ただ、
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だからこれが一応、再生エネルギーの発電だということで、環境的には推奨したいと

いう話とのところで、どこでおさえるかなんですよ。それだけやと思うんですね。  

 今、思っていてぱっと見ていたんですけど、この屋根に後から付帯、工作物①型で

すね。これ景観形成重点地区なんかじゃないと届出不要なんですよね。実は、水曜日

に私の大学の学内の会議があって、龍谷大学、和歌山のほうに太陽光発電をつくって

いるんですけれども、あんなところにつくってお金をかけるよりも、深草の京都の中

の大学の建物の屋上に、端から太陽光パネル乗せたほうがよくて、自家発電に回すほ

うがよっぽどあれなんじゃないのみたいな話が、半分余談ですけど始まって、でも京

都のこの場所で、そんな大きなパネルを乗せたら景観上どうなるのと、景観基準との

関係で絶対しんどいやろうなとか、思ったんですよ。  

 それで、京都だと多分そうなんですけど、本当に５階の教室の窓からぱっと線路の

向こう側の北まで山が見える状況なので、例えば、届出不要で、立命館さんがＢＫＣ

の教室棟の屋根に全部端から太陽光パネルを乗せるとか言ったら、どんなんなるのか

なとかね。例えばですけどね。この新庁舎の屋根に乗せるとかいったら、どんなんな

るのかなとか思うと、何か余り見た目的にはやめてほしいんですけど、大学が自家発

電の設備をある意味、緊急避難場所として、例えば、ライフライン切れたときに、あ

れを使って、地元の住民の避難場所として使いますとかいうシナリオを例えばつくっ

て、そういった話だけ聞いたら、あっていいんじゃないのってなるんですよね。その

辺のラインをどこでひくかという、結局そこだと思うんですよね。  

 だから、さっき売電系は厳しく、自家発電はとおっしゃっていたけど、それ以外に

も公共のとか半公共の建物だと、屋根の面積も大きくて大きいものが乗るという話と

いうのは、幾らも実はあって、そういうのをどう考えるんでしょうというのが。本当

に東日本のような地震とかがあったときには、例えば、立命館のように全部ついてい

て、ある程度のような発電量が確保できてとかいったら、避難場所としては、多分有

効ですよねとかね。 

 そういうのを含めたときに、どう切りわけるのかなと。くるくる回るのとかも、個

人的にはやめてほしいんですけど。個人的には。 

○会長   悩ましいところでしてね。 

○委員   その辺がね。 

○委員   もう一つ、太陽光パネルで今、私かけているのは、デザインする心かな

というのがすごく思っていて、例えば、高速道路について、昔の高速道路はやっぱり

デザインされていなかったり、すごく無骨だったんですけれども、最近の高速道路は
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みんな、こう流線型できれいになっていて、それなりにこうデザイン的にもおさまっ

てきている部分があると思うんですけど、今ある太陽光パネルとか地上設置型もそう

ですけど、やっぱりデザインされていない。 

 特に、地上設置型でいうと、足元は配線がごちゃごちゃしているし、何か本当に安

っぽく作っちゃっているなと。さっきおっしゃっていた、南笠のあそこもそうですけ

れども、きょうちょっと私、ぱっと見ただけなんですけれども、やっぱりデザインさ

れていない。だから、ああいうのをきちんとデザインされていたら、私は一つの景観

としてなじんでくる可能性もあるかと思うんですけど。  

 だから、本当を言うと、私はこの景観基準の中に、そういうデザインしてください、

しっかりデザインしてくださいということを入れられたらいいなと思っている、なか

なかそれは無理なんであれなんですけど、やっぱり方向性としては、これから環境と

の共生ということで言うと、やっぱり景観と環境との兼ね合いで言うと、太陽光パネ

ル設置していいけど、それなりのデザインをしてくださいという方向性が大事になる

んじゃないかと思うんですけどね。 

○会長   全くおっしゃるとおりだと思いますね、私。ただ、それどこがやるんで

しょうね。デザインというのを。 

○委員   多分、相当お金がまたかかるので、やっぱり私は設置者であるとか、デ

ザイナーがやるべきだと思うんですけどね。 

○会長   そうですね。最近、草津以外もこのあたり、ちょっと歩いていると物す

ごくふえていますね。地上に設置している、大規模なものがかなりありますけれども、

丘の上とか、それから、要するに今まで土地利用していなかったところを積極的に企

業が囲い込んでやっているようなものが物すごくふえていますけれども、今、先生お

っしゃったように、下のところの土台が無骨そのもので、本当に、下から見ていたら

何だろうなというのがいっぱいありますね。そういうのはどうなんですか。業者は、

そういうのは考えているんですかね。 

○事務局   私も余りそこはわからないんですけれども、基本的には今の売った費

用と設備の費用で、損得勘定じゃないですけど、そういうところを業者さんはやられ

て、これをやられたら得ですよというので、８年か９年でペイできますよと。耐用年

数は２０年ありますよというようなところの議論でやられているのが正直なところで

はないかなというふうに思っております。 

 今、森川先生おっしゃったような、そういうような部分というのは、なかなか配慮

できないし、私自身、というか都市計画サイドとしても、自然エネルギーのためやっ
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たら何でもええんねんやと。全てウェルカムでやるんやということは、やっぱりよく

ないやろうと。 

 やっぱり草津市自身の景観というのは、周辺地域の調和であったり、そういう周り

との周辺との違和感のないバランス的な調和を大切にしているというのが、景観計画

の視点かなというふうに思います。 

 当然、陸屋根ばかりのとこやったら陸屋根にしてくださいとか、勾配屋根のとこや

ったら勾配屋根ばかりしてくださいと、こういう指導をしている中で、周りに違和感

のある地上型の太陽光がきて、これ自然エネルギーを盾にやってもいいというのは、

やっぱりあかんので、一定目隠しの配慮は、何かして、ちょっとでも目立たないよう

にやってほしいというのが地上型。 

 ただ、支柱型については、かなり議論をさせていただきました。そしたら、規制が

できるのかどうかとか、おっしゃるように確かに違和感がありますし、そしたらああ

いうモニュメントをしたときに、モニュメントは美術やから極論言ったときに、モニ

ュメントしたところは良いと。どういう極論で言ったら、そういうようなときに、あ

れは景観上好ましくないとかですね、そういうのが言えるのかどうかとか、いろいろ、

全体としては、工作物全体をどういうふうに見ていくのか、高さも含めてですね。 

 そういう全体の中、太陽光だけということではなくて、さっきも言いましたように

工作物全体をまた今後、皆さんといろいろな議論をしながら、そういうところの中で

しっかり整理していければなというふうに考えております。  

 とりあえず今まで届出のなかったものは、一定届出をもらうということだけはして

もらって、配慮できることはしていってもらおうというのが、まず第一歩かなという

ように考えて整理したということで御理解をいただければなというふうに思います。  

○会長   そういう意味では、今日準備していただいたもの、帰帆島のはこれ前回

この景観審議会でたくさんの御意見をいただいて、ぜひこういう方向でやってほしい

という意見をかなり出して、それがどれだけ実現、受け入れられているかということ

を示していただくために準備していただいた資料なんですが、ちょっと説明していた

だけますか。 

○事務局   矢橋帰帆島メガソーラーの現在７月９日時点での現状でございます。  

 工事自体、まだ最中でございますけれども、たちまち湖岸道路側からはですね、既

存の植栽が残されておりますので、見えないという形になっております。  

 写真の地点４からは、帰帆島の橋から撮影ということで、ちょっと木がずれている

ところがおりますけれども、それについても目を凝らさないと見えにくいような形に
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はなっております。 

 島内からも、⑤のところからは、既存の木がありますので、広く見渡すと立ち位置

にもよるかとは思いますけれども、ちょっと離れると木に隠れて見えにくくなってい

るという状況でございます。 

 まだ工事中でございますので、ちょっと⑦のところとかは、まだ板塀とかがはって

おりますので、そこはまた工事の進捗に応じて確認していきたいなとは思っておりま

すが、たちまち公園の外からは、外周の緑がございますので、もっと離れたら全然見

えないという形になっております。 

○会長   ありがとうございます。 

 当初は、これ１、２、３に見えているような植栽も、何かある程度切ってしまうみ

たいな話があったんですよね。それは、やっぱりきちんと残して、一番御意見いただ

いていたのは、やはり帰帆島の西側を通過する道路から、どれだけ目立たないように、

その中にあるものがうまく隠れるような形で、ぜひ植栽を残してほしいというような

御意見をこの審議会でたくさんいただいたので、それをお伝えしたところですね、当

初どうなるかというところもあったようですけれども、結果的にこういう形で、審議

会の意見を聞いたからかどうかわかりませんけれども、我々はそう思っておきたいと

いうか、その結果こういう形で中の施設は、直接見えないようになっているというこ

とですね。 

 特に７番なんて、これもともと何もなかったところにつくっていますから、フェン

スがそのままになっていますけれども、これでき上がった後に、できればまた植栽み

たいなものをつけて、１、２、３ほどではないにしても、４や５のような感じのもの

にしてほしいということを申し上げているので、それが実現していただけるというふ

うに考えているところでございます。 

 完成するのが、ことしの１０月、秋なんですね。 

○事務局   この看板を見ていますと、１０月３１日までが工期ということになっ

ていますので、計画自体は、一定緑のフェンスであったり、植栽、低木を植えていく

ような計画もしていただいておりますので、できたときはまだ小さい、確かに見た感

じだけど、いずれ低木が広がっていくと、またこういうような形で、できるだけ、今

すぐ大きい木を植えられるかいったらなかなか難しい。そこらは、ちょっと長期目線

で見ていきながら。ただ、湖岸道路から御心配いただいたことは、今現時点では、こ

ういう全く見えないといいますか、見えにくい状況がございます。  

○会長   ありがとうございます。 
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 これは、御報告しておこうと思って準備をしていただいたわけでございます。 

 いろんな方向から、どうぞまだ発言されていない方々、どうぞ。  

○委員   資料６の件なんですけれども、これまだ完成品ではないとは思いますけ

れども、これは、これから設置をしようとする方々にお渡しになる分として、そうい

う方向から見たときのことをちょっと言わせていただきたいんですけど。  

 まず、それの中の２ページの下の段の図ですね。建物が３つあって、ペケ、丸、丸

と書いて、こっちの下の段なんですけど、この辺を見たときに、いかに規制をしよう

か、いかに文書化しようか、いかに数値化しようかとはっきりさせようと観点からつ

くられたという意味では、仕方がないのかなという気はするんですけれども、これか

ら作ろうとされる方が見たときに、何でやと思うのがやっぱりここの中に含まれてく

ると思うんです。 

 例えばで言いますと、この３つの建物の中の真ん中と右の端と比べて、パラペット

の高さ以下の部分とパラペットの高さ以上の部分で区別されているんですけれども、

例えば、仮に人間が見ている目線だけで言うと、一番右端の区分でもルーバーで隠さ

なくても、この太陽光発電のパネルは見えない状態ですよね。  

 実際に建築物を建てられるときには、いろんな状況があるから、このパラペットよ

りもちょっとでも高ければ見える可能性もあるし、１メートルも２メートルも高くて

も見えない可能性もあるし、また、建物の外壁から、今例えば人間が立っている部分、

これまでの距離感、例えば、そこが道路であって、その道路が２メートルしかない場

合、１０メートルある場合、５０メートルある場合、それによって、この目線の斜線

が変わってくるわけですから、このパラペットの高さ以上というやり方の区別という

のは、現実には合ってこないと思うんです。 

 規制という意味では、どうしてもどこかできれいに線をひかなきゃいけないという

方針でつくられているというふうに、私には見えてくるんですけれども、例えば、こ

ういう場合に必ず一旦申請というものがありますので、表から見えてこない場合は、

オーケーとか、そういうふうな柔軟性を持たせて、一旦申請をするわけだから、そこ

での相談という形の、何もかもが全部規制で、全部文書で、全部図面であらわさなく

ても、大よそこの検討ですよというちょっと柔軟性を持たせて、例えば、その真ん中

の線のところのパラペットのぎりぎりのところで書いて、表から見えないんですけれ

ども、例えば、３０センチ、５０センチ出しても、建物の大きさとか塀とかパラペッ

トの高さによって見えない可能性も十分あるんですよね。  

 そういうときに、わざわざルーバーをつけたら、せっかく何も見えないものがルー
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バー見えるじゃないという。そういう恐れもあります。  

 それと同時に、あくまでもこれを建てようとする方の意見の代理という、私は建て

ないけれども、意見の代理、こういう意見が出てくるであろうということを考えてみ

ると、ここは今太陽光のことを論じているから、これはこうだと思うんですけれども、

つくろうとするときに、じゃあ太陽光発電のパネルじゃなくて、広告物の看板やった

ら構わないのかとか、それから、水を受けるタンク、ためるタンクですよね。タンク

だったら、実際の制限があるのかないのかわからないですけれども、タンクだって結

構目立ちます。恐らく太陽光のパネルよりももっと高いものが立つ。もっと目立つも

のが立つ。 

 その中に、建築としての基準と景観としての基準がうまくかち合った中で、ものが

あるのか、建築基準法で大きさどうのが決まってて景観法で何もなかったら、じゃあ

タンクは建築基準法で定まっているものならば、黄色だって青だって赤だって何でも

いいのに、何で太陽光だけいかんねんというふうに文句が出てくるというような気が

するので、何もかもきれいに文書化、数値化されるというのは難しいと思うので、要

相談みたいな、見えなければいいじゃないかとか、そういうような陸屋根の上でも何

でも、そのものを建てるときのタンクであろうと広告物であろうと、のぼりであろう

と、何であろうと、要相談の中でそれは担当者の方々との相談の中で決めていかない

と、何もかもきれいに文書化されるというのは、非常に難しいし、後で突かれるし、

逆に要相談ももっと難しい問題があると思うんですけれども、やりたい人間からした

ら、すみを突いていくと思うんですよ。だから、そういうふうな柔軟性とか、今の私

が言った、それよりもパラペットよりも高くても見えないこともあるんだから、その

辺も考慮しなければいけない部分があるんじゃないかなという気はします。いかがで

しょうか。 

○会長   ありがとうございます。どうでしょう。 

○事務局   今回おっしゃっていただいている陸屋根のところなんですけれども、

たちまちこちらのほう、重点地区限定の指定にございます。市内の重点地区は、今の

ところ、琵琶湖岸と渋川のほうの２地区のみになりますけれども、琵琶湖岸の、仮に

琵琶湖岸の建物で、見えるか見えないかというところは、やはり景観の重点地区の中

で、景観を重点的に守っていく中でどれだけ見えるかと、影響になるかというところ

がございますので、たちまちちょっと何平米とか、メートルとかパラペットのサイズ

とかについては、数値的基準としてしておりません。  

 実際に、その設置をされるときに、建物に後から乗せられる形になりますので、業
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者等にきっちり各周辺ポイントからどういうふうに見えるのかとか、そういうのを指

導しながら見ていただいた上で、実際のところ最終の形、こうしてくださいという最

終指導につながっていく形になるかなと考えております。  

○会長   いかがですか。要するに、１０平米ですからかなり厳しいと思いますけ

れども、実際適用されると。 

○事務局   今の２ページを見ていただきますと、太陽光発電等を設置する場合に

おいては、パネルが公共空間から望見しにくい形で設置に努めることというのが原則

になっています。 

 これは、望見しにくいというところでもかなり厳しくさせていただいているんじゃ

ないかなというふうに思っていますので、ここら辺を先ほど言われた申請の中で、あ

くまでこれはイメージでございますので、望見しにくいというのは、例えば、この視

点から見たらどうなるんですかとかを聞いて、これはやっぱりちょっと見えますねと、

そしたらもうちょっとパラペットとかやってくださいとか、そういう指導ができると

いうようなイメージで整理しているものでございますので、あくまで意匠のほうに書

いているのは、望見しにくい形で、望見しない形でと言えるかどうかというのは、こ

れ議論がわかれるところなんで、望見しにくいと。あくまで、そういう配慮しなさい

ということで、言葉では整理しているんで、そこをどう指導していくかということで

考えておりますので、また御理解いただきたいと思います。  

○会長   １０平米以上とにかく申請してもらわなきゃいけないわけですから、そ

れについては、具体的に本当にどういうふうに見えるのかという、かなり細かい指導

が入るんじゃないかと思いますけれどもね。 

○委員   今と全く無関係のところなんですけれども、資料を全部把握していない

から、既にここにうたっているのかどうかわからないんですけれども、もう一つ疑問

は、この資料、これから設置しようとするものに関してのみのような気がして。  

 ところが、現実起こってくると、一番問題なのは、この設置した後１０年、２０年

たったときに、もう使えなくなって廃棄されて、そのまま放ったらかしという部分が

きっと将来何十年、１０年、２０年、３０年になったら出てくると思うんです。  

 これは太陽光パネルだけじゃなくて、もう今日本全国その他、例えば、建築物であ

り、例えば、何十メートルという観音像が崩れかかって、非常に危険というものもあ

るので、今、太陽光というものに限って少なくとも、ここに限ってだけでも既に使用

済みの景観上よくない、一旦オーケー出して使ったものでも、いわゆる放置されたも

のであったりとか、台風で壊れて、もう修理しないでそのまま恐ろしい状態で放った
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らかしにされるということも十分考えられるので、そういうものは撤去しなければな

らない、それを踏まえた上で、設置許可するみたいなことでないと、これは、片方だ

けの規制であって、後ろが放ったらかしというのは私はすごい怖いと思います。  

○事務局   それ全てではないです。空き家対策の特別措置法ということで、空き

家対策法ができまして、非常に今までですと、空き家は所有者がおられる方に指導し

てやっておったんですけど、明らかに隣接者に御迷惑をかけるとか、そういう場合に

ついては、行政のほうで行政処分といいますか、一定のそういう指導ができるように、

法律も変わってまいりましたので、工作物まではなっていませんけれども、そこで家

一つとっても、非常にそういうことの整理が今後、これは私ども行政の課題ですけれ

ども、そういう空き家対策についても、より厳しく住民の皆さんに生活に支障がある

場合、もしくは空き家がいかにもつぶれかかっている場合は、空き家と指定して、行

政で指導していくということになっていますので、そういう中でやっていくのと。  

 もう一つは、今言っていただいているような部分をどこまで書ききけるかで、非常

に難しいところがあると思うんですけれども、例えば、地上設置型についても、先ほ

ど言いましたように、２０年ですね。大体太陽光、２０年の中で１０年くらいでもと

がとれて、あと１０年はもうかりますよという話になるんですけど、実際あれをつぶ

すときに、また莫大な費用がかかるというのも事実ですので、そこら辺はどういう形

で、また今後、今設置されていた方がどういうふうになってくるかというのはちょっ

とわかりませんけれども、そういう問題は、御心配していただいている問題はあると

いうのは重々承知ですし、どこまでそれが規制できるのかというのは、これは景観法

だけじゃなくて建築確認であったり、いろいろなものがかかってくる話ですので、た

だ、家を一つとれば、今そういう空き家対策というのが課題になってきていることに

ついては、一定整理する方向、極端な空き家ですけれども、そういう形で整理してい

くというふうに今なっているということで御理解いただきたいと思います。  

○会長   ありがとうございます。今すぐここに、そこまで書き込むのはなかなか

難しいかもしれません。課題としては、十分認識していただいていると思いますし、

前も同じことを言ってあれですけれども、特に、企業が設置した広い面積の地上工作

物の場合、経営が破綻して企業がいなくてなって、責任とる主体がなくなったときに、

あんなものどうにもならないですよ、本当に。撤去するだけでもかなりの費用がかか

るので。 

 だから、そういう問題は、ああいう新しいものについてはいろんなものが出てくる

と思いますね。 



 31 

 都市計画全体のある意味で、マイナス効果の都市計画自体のそういう都市における、

何かマイナス要素をどう処理していくかというのは問題ですよね。  

○委員   一ついいですか。私も初めて参加させていただいて、まちづくりの一環

という立場ではあるんですけれども、余り詳しいことは知りませんので、私もちょっ

と私見だけで。 

 いわゆる業者として設置するのと、自分の家庭で活用していく場合のことで、ちょ

っと中身が変わってくると思います。そういうところの場所が、琵琶湖沿いのところ

と渋川地区という、草津市ではもうその２カ所だけですよね。  

 まず、琵琶湖地区のほうでは、民家ってまず基本的に建てられるはずがないですね。

渋川のあの辺っていったって、あと新たに、一から建てるということであれば、雑種

地とか宅地とか、そういうところで新築されて、後からつけるか、新築やったらもう

最初からセッティングで建てるかということになるんですけれども、ぱっと私、素人

目でこのパンフレットを見たときに、大体で自分の家にもしするというふうに考えた

場合、こんなん自分でやるのは無理やから、当然これを業者に頼みますよね。業者に

頼んだら、屋根より高くしたりとか、大体近所で見ていますけれども、ほとんど丸の

形で、丸の上のほうの形で、近所では設置されていますわ。このペケのような、こん

なのはいまだ私、見たことないんですけれども、こんな見たことないようなものを一

般の市民の人に啓発用として見せて、どんな意味があるのかなと。もっと現実に合っ

たものじゃないと。自分が買ってきて、パネルを設置するんやったらいいですよ。頼

むのは、ほとんど業者が頼むんやから、業者の人がそんな屋根よりも３メートルも高

いパネルつけるって、そんなこと常識であるんですかね。  

 だから、もうちょっと現実に合ったようなポスターのほうが啓発するにもわかりや

すいのと違うかなと、ちょっと素人的に思います。 

○事務局   こちらの図につきましては、屋根からはみ出ている事例というのが書

いてあるんですけれども、こちらのほう、太陽光発電パネルについて議論いただいて

いるのがほとんどなんですけれども、一応、想定としましては、同じ資料の１ページ

目も一番上のほうにも書いていますけれども、太陽光発電設備等（パネルおよび周辺

設備を含む集熱器）というふうに書かせてもらっています。 

 わかりやすくいえば、昔ながらの太陽熱温水器ですね。これも発電はしないんです

けれども、太陽光を使う設備という形で想定させていただいております。  

 過去太陽熱温水器がついている時代に、今はちょっと性能が上がっていて、ソーラ

ーは少ないかもしれないんですけど、屋根からちょっと浮かせて、屋根の一番上から



 32 

水タンクがはみ出たりとか、そういう設備もございましたので、そういうことも想定

して、そういう絵にはなっております。 

 太陽光発電パネルだけでは、余り屋根からはみ出すことはないのかなとは思います

けれども、そういう熱利用部分の設置も加味して、そういう絵にさせていただいてお

ります。 

○会長   ありがとうございました。いろいろ御意見いただいておりますけれども、

ちょっと時間の関係もございますので、本日欠席をされている西尾委員、福山委員の

ほうから、事前説明の際に御意見をいただいているようですので、ちょっと御披露い

ただけますでしょうか。 

○事務局   委員のほうからは、３点質問というか、意見をいただいておりまして、

１点目、支柱設置型は従来の線的な工作物に加えてパネルの面的な部分もあるので、

パネルについての基準を設けるべきではないかということで意見をいただいておりま

す。 

 これにつきましては、パネルについては、低反射、低明度という基準を設ける形で

今現在、一定の配慮基準を設定しているところでございますので、支柱的なもののパ

ネルについて、それだけで何かの基準をつくるのかどうかというところでは、現在想

定はしておりません。 

 ２つ目が、歴史街道軸についても今後、重点地区の指定を進めていく箇所があるの

であれば、別途基準を設けるほうがよいのではないかということで意見をいただきま

した。 

 こちらにつきましては、歴史街道軸の基準としましては、今現在は、太陽光は想定

しておりません。一般地域と同じ基準でということで考えてはおりますが、たちまち

歴史街道軸における工作物の基準というのが、明確に今ないものでございましたので、

例えば、東海道の横にアンテナをいきなりどんとつけられる案にはなっております。  

 たちまち、もしそういうのが出てきたら、高さが必要とするものにつきましては、

建物のほうで、建築物のほうである程度下がる基準がございますので、そういうのを

含めて指導しながら、対応していきたいと思っています。  

 必要に応じて、今後歴史街道軸における工作物の基準とかも、整理を行っていけれ

ばと考えております。 

 ３つ目、低反射という抽象的な基準ではなくて、具体的に反射率を基準化してみて

はどうかという意見をいただきました。 

 こちらにつきましては、現在まで太陽光発電をめぐる、光の害、光害につきまして、
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さまざまな事例がホームページとかを見ていても報告がされておりまして、大体、一

定のメーカーさんのほうで対応できる範囲ではないかなと、ちょっとこちらでは考え

ております。 

 具体的に反射率ということにしてしまいますと、各メーカーが必ずしも公開してい

るものではないので、一律にこれ以下、これ以上というものを決めにくいというもの

がございますし、仮に数値を定めてしまった場合、ほかに窓ガラスや金属性の屋根と

か光を反射するのが、ビルでもいろいろございますので、中でなぜ太陽光パネルの反

射率だけ問題にしているのかという部分と、反射率が基準として高いメーカーの製品

を一方的に絞め出してしまう形になりますので、それはそれでちょっと問題が残って

しまうのではないかなということで考えております。  

 委員のほうから、南笠の支柱設置型は、高さ規制の対象となるのかということで質

問がございまして、こちらについては、既に設置されているものでございますので、

今後大きな改修等を行わない限りは、新基準の適用を図っていくことはできないとい

う形になっております。 

 ２つ目が、支柱設置型の高さはパネルの上端までの高さかということの質問でござ

いまして、これは、地面からパネルの上端、一番パネルが高い位置になったときの上

端という形で、該当をいたします。以上です。 

○会長   ありがとうございます。 

 今、お二人の委員からの意見を拝見したわけですが、それに関連してでも結構です。

ほかに何か、まだ御意見があれば。 

 その前に、ちょっとスケジュールを紹介していただきましょうかね。今日出た意見

をいろいろ踏まえた上で、再度調整して、秋にまたこの審議会を開いて、今からパブ

リックコメントも実施するわけですけれども、そのあたりちょっと御説明をいただけ

ますか。 

○事務局   資料の７というやつをごらんいただきたいと思います。  

 本当に、概略でございますけれども、この後、こういう市民の皆様に一定規制なり、

御協力いただく分については広く市民の声を聞くというのを原則になっておりますの

で、今のところ９月くらいに、きょうもし皆さん方からいただいた意見を踏まえなが

ら、９月にパブリックコメントをして、一般の市民の皆さんがどのような御意見をい

ただくかというのを一カ月間させていただきました後に、一定皆様方に報告をしてい

きたいと。 

 景観法上、景観計画なり景観形成基準を作る場合なり見直す場合については、都計
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審のほうでも諮問しなければならないというような、いわゆる都市計画法、都計審と

景観審で両輪で基準を固めてくださいということになっておりますので、あらかじめ、

都計審のほうにも御意見を伺って、その市民の皆さんの声、都市計画審議会の皆様の

声を再度、もう一度皆様方に御意見を賜って、それでよしということになりましたな

らば、１１月議会のほうに、先ほど言いました条例改正なりを進めてまいりまして、

そこで議決をいただきましたならば、３カ月間の周知期間、これについても少しこう

いう丁寧なチラシ等もつくりながら周知して、来年の４月以降この基準でやらせてい

ただきたいというように考えております。より時間がかかっているんじゃないかとい

うことがあると思うんですけれども、広く市民の皆様に御協力をいただくということ

でございますので、そういう形で進めさせていただきたいというように考えておりま

す。以上でございます。 

○会長   ありがとうございます。 

 ですから、きょういただいた御意見に対して、なかなかすぐに明確に回答できなか

った部分もあるんですけれども、それについては、今から調整をしながら、あるいは、

ほかの部局との関連なんかもいろいろ検討していただいた上で、秋に再度、またお集

まりいただくということになるわけでございます。 

 特に、森川先生のおっしゃった、１，０００平米がどうやという話は、ちょっと難

しいと思いますけれども、これも検討していただいて、やはりこの数値が今の草津と

しては適当だということなら、それをうまく説明できるようなあれがないとと思いま

す。 

○委員   もう一点だけ、済みません。資料の４なんですけど、４の２１の１３で、

下の１１、赤字になっているところです。地上設置する太陽光発電設備等というとこ

ろです、この（２）で設置する場合は、敷地境界線からできるだけを後退するととも

にと書いてあるんですけれども、その次のページへいくと、６のところに、その他７

の工作物の基準に準じることと書いてあって、今度これ７を見ると、これは２１の１

２のところですよね。２１の１２の７（２）原則として、湖岸道路から２メートル以

上後退するとともにとか、あるいは、汀線から、具体的にこっちは数字が入っている

んですけど、これ普通こういう書き方をするのか、ちょっと私よくわからないんです

けど、片方ではできるだけ、片方では、１０メートルとか２メートルとか、具体的に

数字を打っている。 

 ここに限らず、何々に準ずることというのは、緑化のこととか、その他含めて、何

かこれを読んだ場合は、どっちにすればいいのっていうのが、ちょっとわかりづらい
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かと思うんですけど、これはどう理解したらいいんですか。  

○事務局   そちらにつきましては、基本それぞれ、汚水、または排水処理施設と

いうところの部分から、各地域ゾーンごとにある程度決まっている部分がございまし

て、若干項目としてかぶるところはございます。 

 そこで、上でできるだけという文言と数字が指定してあるところについては、原則

として数字が指定してあるところを優先で使っていただくという形になります。  

○委員   そうすると、例えば、２１の１３の地上に設置するとか、敷地境界線を

できるだけ後退する、ここも例えば、２１の１２の７の湖岸道路から、こういうふう

に具体的に、重複しますけど書くことは無理なんですか。書いちゃうと読むほうがわ

かりやすいかなと。 

○委員   前へ行ったり、後ろへ行ったりするの、すごく読みにくいんです。しか

も何とかに準ずるとかいって。 

○委員   それ以外にも緑化のところで、ちょっと今すぐここでは指定できないん

ですけど、どこかで片方では、周囲を緑化しなさいと書いてあって、片方はできるだ

けなんとかしなさいと、何か準ずるという中身がちょっと両方を見るとどっちなのと

いうふうに読めちゃうところがあるので、重複してもいいから、地上基準とかこうで

すよというのをきちっと書かれたほうが、読むのがわかりやすいんじゃないかと思う

んですけど、どうですか。 

○会長   御指摘ありがとうございます。５に準じるとか７に準じるというのは、

既にそういうものがあるから、おっしゃっているような矛盾が出てくるかもしれませ

んね。 

○委員   だから、これを書かれたときの区分としては、５の規定があるからそれ

に準ずるように決めておこうという思いがあって、多分作成されていると思うんです。  

 ただ、それを完成品として市民に見せるときには、それはあくまでも説明の範囲で

あって、全く何も知らない人が読むときは、頭から順に読んで、その場だけ見てわか

るほうが読みやすいと。 

○事務局   そこは一度整理をさせていただきたいと思います。さっきから議論が

あったんですけど、太陽光だけを何かすごく規制しているみたいに、そのくらいのバ

ランスの中でちょっと整理をさせてもらったところもございまして、今、御指摘いた

だいている市民の皆様へのわかりやすさという視点でいえば、御指摘いただいている

とおりかなと思いますので、そこらは、今ありがたい御指摘でございます。できるだ

け市民の皆様が読んでわかりやすくするのが原則だと思いますので、そこらは整理し
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たいと思います。 

○会長   行政的には、既にある基準というのは飛びつきやすいんだと思うんです

けど、今、おっしゃったようなことは確かにあると思います。  

○委員   それに附随してですけれども、この面積の単位が１，０００平米とした

り、０．３ヘクタールとしたり、０．２ヘクタールとしたり、ページによってばらば

らだからどうかなと思いましたね。統一して平米ならば平米に統一。 

○会長   多分、時期が違うときにつくっているから。そこもちょっと注意してい

ただけますか。 

○事務局   都市計画法の関係で、０．３ヘクという表現をしているのかなと思う

んですけど、そこらも今、御指摘いただいた分で、法律上そう書いている分もそのま

ま引用する場合はやむを得ないかなと思いますので、そういう御指摘をいただいたも

のを見ながら整理したいと思います。 

○会長   上位法まで改正するというのは、何か大変なことですからね、その辺は

お任せしますけど、ちょっと御検討ください。 

 大変、熱心な御議論をいただいて、多々事務局のほうでこれから検討していただく

ことが随分ふえたと思うんですけれども、どうぞ今、何かまだ言い残したことがあり

ましたら。 

 それで、後でまた思いつかれたり、気がつかれたことがあれば、事務局のほうに直

接メールででも、あるいは手紙ででもまたおっしゃっていただければ、委員としては

いつでもやっていただければ結構でございますので、本日は意見を述べたらそれでお

しまいということではございませんので、そのおつもりで。特に、地元にお住まいの

方で、実際こんなものがあって、これ気がついたけどどうなんだというようなことを

御指摘いただくとありがたいと思います。 

 いかがでございましょうか。よろしゅうございますか。  

（「なし」の声あり） 

○会長   それでは、本日の議事２に関する審議会の御意見は、本当に多数頂戴い

たしましたし、またこれ議事録をつくっていただけるんですかね。  

○事務局   また、皆様に送らせていただきます。 

○会長   議事録をごらんいただいて、またそれに対しての、私はこんなことを言

いたかったんだというようなことも含めて、また御意見を頂戴する機会があると思い

ますのでよろしくお願いいたします。 

 ちょっと差し迫って恐縮ですが、議事の１に戻っていただいて。  
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○事務局   ちょっと済みません。ちょっと遅れて来られた方の御紹介ができてお

りませんでしたので、まず草津商工会議所の太田賢司さま。 

○委員   済みません。遅れてきて申しわけございません。今、紹介していただき

ました太田です。引き続きさせていただきますので、どうかよろしくお願いいたしま

す。 

○事務局   滋賀県立大学の地域共生センター客員准教授の森川稔さまでございま

す。 

○委員   森川です。よろしくお願いします。 

○事務局   あと、私ども事務局、先ほど少し御紹介しましたけれども、都市計画

部長の澤田でございます。 

○澤田都市計画部長   澤田でございます。よろしくお願いします。 

○事務局   同じく都市計画部の副部長の青木でございます。 

○青木都市計画副部長   青木でございます。本日、御苦労さまでございます。よ

ろしくお願いします。 

○事務局   そしたら、先生済みません。議事１の方よろしくお願いいたします。 

○会長   壽崎先生、御紹介しました。 

○委員   私はぎりぎりで間に合って紹介していただきました。  

○会長   それでは、議事の１でございますが、職務代理者の氏名ということで、

これは、会長のほうからすることになって、そこに文書がございますけれども、会長

に事故あるとき、または会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその

職務を代理するというふうに規定をされておりますので、規定に基づいて私のほうか

ら指名をさせていただきます。委員の森川先生にお願いをしたいと思います。  

 森川先生、前回も職務代理者を務めていただきましたし、一応私が会長に就任しま

した１０月から任期満了までの職務代理者を務めていただきましたが、現在もまた再

任を御了承いただいて、引き続き審議会の委員になっていただいておりますので、草

津市景観条例施行規則６１条３項に規定する職務を代理する者として、お願いをした

いのですが、よろしゅうございましょうか。 

○委員   はい、あの、職務を代理する機会がないことを切にねがっておりますの

で。 

○会長   事前に、一応私から一言申し上げなきゃいけないんですけれども、ちょ

っと間に合いませんでしたので、大変失礼ございましたけれども。それでは、よろし

くお願いいたします。 
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 それから、あと事務局のほうから何か御報告、御説明があれば。 

○事務局   あと済みません。もう少しだけお時間いただいて、本日お配りいたし

ております資料でございます、湖岸眺望２市がルール化という新聞記事でございます

が、少し見ていただきたいと思います。 

 御承知のとおり、大津市さんとは既に、連携の取り組みをさせていただいているん

ですけれども、この新聞にも書いておりますように、地方自治法上の法定協議会化と

いうことで、それには事務連絡の法定協議会、また、計画策定の法定協議会、執行管

理の法定協議会があるんですけれども、やっぱり先ほどの眺望も含めまして、やっぱ

り湖岸、琵琶湖湖岸をどう守っていくのかといったときに、草津から見える景観は、

大津市さんにしっかり守っていただかないといけないですし、大津市さんから見える

景観は草津市がしっかり守っていかないといけないということで、そういうようなも

のをルール化を少ししていったらどうかというようなことを、事務局レベルでお話を

させていただいておりました。 

 その中で、実は６月のときの議会に、大津市さんのほうで出た質問がありまして、

こういう御答弁をされたんですが、また先ほど言いました１０月くらいに、少しここ

ら辺の考え方をまた皆様方にも御意見を伺いながら、このルール化もしていきたいと

いうふうに考えております。ポイントとしましては、湖岸の眺望と、あと大津市さん

と草津市は、東海道でもつながっておりますので、そういう同じ連続性を、うちで本

陣だけが東海道ではございませんので、東海道という視点でのつながりとか、そうい

うところのルール化とか視点場を見て回って、何かよりよい景観の大津市と草津市が

滋賀県の琵琶湖を守るモデルとして、やっていけるような取り組みをちょっと一歩進

めていきたいなということで考えておるということで、新聞も載っておりますので、

皆様方にもちょっと御承知いただいて、１０月のときに少し詳しく御説明させていた

だいて、また御意見を賜れればなというふうに考えておりますので、よろしくお願い

したいと思います。以上でございます。 

○会長   多分、ごらんになった方もたくさんいらっしゃるんじゃないかと思いま

すが、大津市のほうでこういう話が出てしまって、それが新聞記事になってしまいま

したので、今御説明のあったような方向で進めていきたいということでございます。  

 ただ、じゃあ中山道はどうなるんだと、守山は入れてくれへんのかという話もある

らしいんですけど、今回は大津と草津で少し話を詰めようということになっているよ

うでございます。 

 ほかに、何か５時も過ぎてしまいまして申しわけございませんが、御発言いただく
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ことはございませんでしょうか。よろしゅうございますか。  

 本日は、終わってから懇親会のほうをちょっと予定させていただいておったんです

が、この天候が天候ですので、ちょっと今回は中止させていただいて、また１０月に

改めて、前もやると言って中止になっちゃったことがありまして申しわけありません

が、またそのあたりもよろしくお願いいたします。 

 それでは、長時間に渡って御審議をいただいて大変ありがとうございました。  

 それでは、議事は事務局のほうにお返しいたします。  

○事務局   ありがとうございました。秋山会長ありがとうございました。  

 また、委員の皆様におかれましては、長時間に渡りまして、本当にいい御意見を賜

れたかなというふうに思っております。また、進行を上手にしていただきましてあり

がとうございます。 

 事務局のほうが少しうまく説明できていなかった点があるかもしれませんけれども、

御了承いただければなと思います。 

 それでは、最後に閉会に当たりまして、都市計画部の澤田のほうから御挨拶申し上

げたいと思います。 

○澤田都市計画部長   本日は、皆様、景観審議会のほうに、大変深い議論をいた

だいたなというふうに思っております。我々が示す内容につきましても、多くの矛盾

も浮かび上がってまいったかなというふうにも思っていますし、やはり市民の皆様に

理解しやすいものを示していく必要があるというふうに考えております。  

 それと、景観というものは、この今回示させていただいております、太陽光パネル

だけが形成するものではございません。先ほどもいろいろな話がございましたように、

多くのもので景観形成されているものでございます。  

 ただ、今回どんどん増えてきている太陽光パネルについて特化して、まずそこに取

り組んで、景観形成をやっていきたいという私の思いでございます。  

 本日いただきましたいろんな御意見は、次の段階にしっかりと整理をさせていただ

きまして、皆さんにお示しできるようにさせていただきたいというふうに思っており

ます。 

 本日、大変長時間に渡りまして御議論いただきまして、大変ありがとうございまし

た。 

○事務局   以上をもちまして、草津市の景観審議会を閉会させていただきたいと

思います。ありがとうございました。 
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（午後５時０４分閉会） 


